
令和８年４月 青森県庁組織体制の見直し

（概要版）



令和８年４月組織改正の概要＜本庁＞

⚫ 課相当組織の再編（交通・地域社会部）

・鉄道対策課に地域モビリティ推進業務を移管し、交通業務を一括して所管する課として再編し、
地域交通・連携課と鉄道対策課の課名を改称
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令和８年４月組織改正の概要＜本庁＞

⚫ 課相当組織の再編（観光交流推進部）

・誘客交流課を国際誘客（インバウンド）と国際交流を主な業務とする組織として再編し、「国際誘客交流課」
に改称
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令和８年４月組織改正の概要＜出先機関＞
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⚫ 東京事務所を「東京本部」に改称
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